
　平成９年10月16日に「臓器移植に関する法律」が施行さ
れ、臓器移植のために提供できる「臓器」は心臓、肺、肝
臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球となりました。
　腎臓、膵臓、眼球は、心臓停止後に摘出しても移植が可
能ですが、そのほかの臓器は脳死下で摘出したものでなけ
れば移植することはできません。
　脳死下での臓器提供は意思表示カードの書面に表示され
た本人の生前の意思表示と家族の承諾の両方が必要です。
　心臓停止後の腎臓と眼球の提供は、本人の意思表示がな
くても家族の承諾があれば行うことができます。
　臓器提供意思表示カードに自分の意思を記入し、常時携
帯しましょう。
　全国には臓器移植希望者（眼球を除く）は約12,500人お
られますが、平成19年度に移植を受けられた方は約240人
と極めて少ない状態です。
　臓器移植は、誰かの善意による臓器の提供があってこそ
成り立つ医療です。
　臓器移植へのご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、詳細については下記にお問い合わせください。
　　㈶岡山県臓器バンク
　　〒700-0923　岡山市大元駅前3-57
　　TEL086-226-0181　FAX086-223-1223

臓器提供意思表示カード
を持ちましょう

◇と　き　　平成20年11月13日㈭
　　　　　　９：30～11：30
◇ところ　　鏡野町中央公民館　講座室
◇対象者　　鏡野町内の認知症の家族を介護

している方
◇内　容　　講演・意見交換・座談会など
◇講　師　　㈳認知症の人と家族の会
　　　　　　岡山県支部代表　妻井令三氏
◇申込み締め切り　11月７日㈮
申込み・お問い合わせ：
　　　鏡野町地域包括支援センター
　　　電話0868-54-2986（役場福祉課内）
　　　Fax0868-54-2891

介護の日（11月11日いい日いい日）啓発事業

『第２回認知症介護者の集い』
ご案内

　平成18年４月に役場福祉課内に開設し
ておりました「地域包括支援センター」
を、平成20年10月より社会福祉協議会に
業務委託することになりました。なお、
設置場所・連絡先は従来通りで変更はあ
りません。引きつづきご利用ください。

お知らせ

　Ｓマークは、厚生労働大臣認可の標準約
款制度に従って営業しているお店です。
　このＳマークを店頭に表示しているお店
なら安全、清潔、安心が保証され、皆様の
信頼できるお店選びの大きな目安となりま
す。また、万一の場合、事故賠償基準に基
づいた補償も受けられます。

財団法人　岡山県生活衛生営業指導センター
　　　　  （☎086-222-3598）

理容店、美容店、クリーニング店、
めん類飲食店、一般飲食店のお店選びは
Sマーク登録店で!

標準営業約款（Sマーク）

　神姫バスグループ各社は高齢者の交通安全事故防止・公共
交通利用促進のために、65歳以上の高齢者で運転免許を返納
された方に対して運賃割引制度を10月1日よりはじめました。

〈制度の概要〉　65歳以上の運転免許返納者のうち、公安委員
会が発行する「運転経歴証明書」をバス降車時に提示された方
に対して運賃を半額にします。
〈導入路線〉　神姫バスグループの一般路線バス全線
※高速バス・リムジンバス・コミュニティバスは除きます
　近隣の対象路線
　　　　　　津山～湯郷経由～大原
　　　　　　津山～真加部経由（美作市）～大原～後山
　　　　　　津山～真加部経由（美作市）～大原
　　　　　　大原～後山
〈注意事項〉　•運賃の支払いは現金に限ります。
•身体障害者割引等の重複割引、定期券等他の乗車券との併

用は認めません。
•割引を適用するための「運転経歴証明書」は免許返納日か

ら1ヶ月以内に各警察署への申請が必要です。手続の詳細は
各警察署へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ　神姫バス株式会社　バス事業部計画課
　　　　　　　☎079-223-1343

高齢者運転免許返納者への運賃割引制度
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